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（営業の許可） 
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別（前条第一項各号に規定する風俗営業

の種別をいう。以下同じ。）に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道
府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の許可を受けなければならない。 

２ 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に
障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前
項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 

（相続） 
第七条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある場合においてそ

の協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。）が被
相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員
会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その
承認を受けなければならない。 

２ 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受
ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、
その相続人に対してしたものとみなす。 
３ 第四条第一項の規定は、第一項の承認について準用する。 
４ 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。 
５ 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交

付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。 
６ 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続

人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。 
（法人の合併） 

第七条の二 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらか
じめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたと
きは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 

２ 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中
「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けよ
うとする法人」と読み替えるものとする。 

３ 前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合に



おいて、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替える
ものとする。 
（法人の分割） 

第七条の三 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじ
め当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けた
ときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の
地位を承継する。 

２ 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中
「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けよ
うとする法人」と読み替えるものとする。 

３ 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合
において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものと
する。 
（構造及び設備の変更等） 

第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更（内閣府
令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。）をしようとするときは、国家公安委
員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 

２ 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技
術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認め
るときは、前項の承認をしなければならない。 

３ 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める
事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内
閣府令で定める書類を添付しなければならない。 
一 第五条第一項各号（第三号及び第四号を除く。）に掲げる事項（同項第二号に掲げる事

項にあつては、営業所の名称に限る。）に変更があつたとき。 
二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。 

４ 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証
の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 

５ 第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の
変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、
当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令
で定める添付書類とともに提出しなければならない。 
（特例風俗営業者の認定） 

第十条の二 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、
第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定する



ことができる。 
一 当該風俗営業の許可（第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の承認を

受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認）を受けてから十年以上経過しているこ
と。 

二 過去十年以内にこの法律に基づく処分（指示を含む。以下同じ。）を受けたことがなく、
かつ、受けるべき事由が現にないこと。 

三 前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守
の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。 

２ 前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出
しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添
付しなければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二 営業所の名称及び所在地 
三 営業所の構造及び設備の概要 

３ 公安委員会は、第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、
認定証を交付しなければならない。 

４ 公安委員会は、第一項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、
申請者にその旨を通知しなければならない。 

５ 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速
やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。 

６ 公安委員会は、第一項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつ
たときは、当該認定を取り消さなければならない。 
一 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。 
二 当該風俗営業の許可が取り消されたこと。 
三 この法律に基づく処分を受けたこと。 
四 第一項第三号に該当しなくなつたこと。 

７ 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞な
く、認定証（第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証）を公安委員会に返納
しなければならない。 
一 当該風俗営業を廃止したとき。 
二 認定が取り消されたとき。 
三 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。 

８ 前項第一号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。 
９ 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたと

きは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。 



一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 
二 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人 
三 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表

者 
（遊技機の規制及び認定等） 

第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸
心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊
技機を設置してその営業を営んではならない。 

２ 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊
技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。 

３ 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前
項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。 

４ 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者（外国において本邦に輸出す
る遊技機を製造する者を含む。）又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式
が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受け
ることができる。 

５ 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定
に必要な試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）の全部又は一部を、一般社
団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認め
られるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者（以下「指定試験機関」という。）
に行わせることができる。 

６ 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得
た秘密を漏らしてはならない。 

７ 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、
法令により公務に従事する職員とみなす。 

８ 都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収について
は、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、
検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を
定めなければならない。 

９ 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関
が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 

１０ 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技
機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条
第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」
と読み替えるものとする。 



１１ 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項に
おいて準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 
（営業の許可） 

第三十一条の二十二 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の
所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 
（準用） 

第三十一条の二十三 第三条第二項、第四条（第四項を除く。）、第五条（第一項第三号を除
く。）、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三
まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条（第一項を除く。）、第十四条、第十五条、
第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項（第三号を除く。）及び第二十四
条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の
上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 
 
第四条第一項第六号及
び第七号 

第二十六条第一項 第三十一条の二十五第
一項 

第四条第二項第二号 を保全するため特にそ
の設置を制限する必要
がある 

の保全に障害を及ぼす
ことがないため特にそ
の設置が許容される 

あるとき ないとき（当該営業所
が、旅館業法（昭和二十
三年法律第百三十八号）
第二条第二項に規定す
る旅館・ホテル営業に係
る施設内に所在し、か
つ、良好な風俗環境の保
全に障害を及ぼすこと
がないため特にその設
置が許容されるものと
して国家公安委員会規
則で定める基準に適合
するもの（次項において
「ホテル等内適合営業



所」という。）であると
きを除く。） 

第四条第三項 当該廃止した風俗営業
と同一の風俗営業の種
別の風俗営業で営業所
が前項第二号の地域内
にあるもの 

第三十一条の二十三に
おいて準用する前項第
二号の地域内になく、か
つ、ホテル等内適合営業
所に該当しない営業所 

第四条第三項第二号イ 、当該滅失前から前項第
二号の地域に含まれて
いた 

当該滅失前から第三十
一条の二十三において
準用する前項第二号の
地域に含まれておらず、
かつ、当該滅失した営業
所がホテル等内適合営
業所に該当していなか
つた 

第四条第三項第二号ロ 、当該滅失以降に前項第
二号の地域に含まれる
こととなつた 

当該滅失以降に第三十
一条の二十三において
準用する前項第二号の
地域に含まれないこと
となり、かつ、当該滅失
した営業所がホテル等
内適合営業所に該当し
ていなかつた 

第十三条第二項 前項の規定によるほか、
政令 

政令 

第十三条第三項及び第
四項 

第一項ただし書の場合
において、午前零時から
同項ただし書に規定す
る条例で定める時まで
の時間 

深夜 

第十四条及び第十五条 その営業 その深夜における営業 

第十八条 十八歳未満の者が 午後十時以後翌日の午



前零時前の時間におい
ては保護者が同伴しな
い十八歳未満の者が、深
夜においては十八歳未
満の者が、 

第二十一条 第十二条から第十九条
まで、前条第一項及び次
条第二項 

第三十一条の二十三に
おいて準用する第十二
条、第十三条（第一項を
除く。）、第十四条、第
十五条、第十八条及び第
十八条の二 

第二十二条第一項第一
号及び第二号 

当該営業 当該営業（深夜における
営業に限る。） 

第二十二条第一項第五
号 

十八歳未満 午後十時から翌日の午
前六時までの時間にお
いて十八歳未満 

第二条第一項第五号の
営業に係る営業所にあ
つては、午後十時から翌
日の午前六時までの時
間において客として立
ち入らせること 

午後十時以後翌日の午
前零時前の時間におい
て保護者が同伴する十
八歳未満の者を客とし
て立ち入らせる場合を
除く 

 


